
   

 

指定地域密着型介護老人福祉施設 結いのさと愛家里 

重要事項説明書 

 

  ご利用者に対するサービスの提供開始にあたり、当事業者がご利用者に説明すべき重要事項

は、次のとおりです。 

 

１．事業者（法人）の概要 

事業者（法人）の名称 社会福祉法人雪舟福祉会 

主たる事務所の所在地 〒７１０－１２０１ 総社市久代５１２７ 

代表者（職名・氏名） 理事長 守安 伸聡 

設立年月日 平成１０年５月１３日 

電話番号 ０８６６－９６－０７００ 

 

２．ご利用事業所の概要 

 ご利用事業所の名称  結いのさと 愛家里 

サービスの種類  地域密着型介護老人福祉入所者生活介護 

事業所の所在地 〒719-1142 岡山県総社市秦３３０－１ 

電話番号 ０８６６－９６－９０１０ 

指定年月日・事業所番号 平成２９年５月２１日指定 ３３９０８００１６１ 

利用定員 定員２９人 

 

３．事業の目的と運営の方針 

事業の目的 
施設の配置する従業員が、施設を利用される要介護状態の方に対し、適正な

指定地域密着型介護老人福祉施設サービスを提供することを目的とします。 

運営の方針 

・施設は、施設サービス計画に基づき、可能な限り、居宅における生活へ

の復帰を念頭におき、利用者がその有する能力に応じ自立した生活を営

むことができるよう、入浴・排せつ・食事等の介護、相談及び援助、社

会生活上の便宜の供与、その他日常生活上の世話、機能訓練・健康管理

及び療養上の世話を行うものとします。 

・施設は、ご利用者の意思及び人格を尊重し、常にご利用者の立場に立っ

た指定地域密着型介護老人福祉サービスの提供に努めるものとします。 

・施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結びつきを重視

した運営を行い、居宅介護支援事業者その他の保健医療サービス又は福

祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるとともに、関係市町村

とも連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとします。 

 

 



   

４．施設利用対象者 

施設入所対象者は、原則として「要介護３から要介護５」と認定された方です。但し、要

介護１・２と認定された方は、やむを得ない事由により、居宅において日常生活を営むこと

が困難な場合、特例入所が認められる場合があります。詳しくは「地域密着型介護老人福祉

施設結いのさと愛家里 入所指針」に記載しております。 

 

５．施設の概要 

（１）構造及び利用定員等 

建 物 
構 造 建築延面積 

鉄骨造 ２階建 １４５５．８８㎡ 

利用定員 ２９名  

 

（２）居室 

居室の種類 室数 面積（１人当たり面積） 

個室 ２９室 １２．１５㎡ 

 

（３）主な設備等 

種類 室数 備考 

共同生活室（食堂・居間） ３室  

浴室 ３室 個浴・特殊浴槽 

医務室 １室  

相談室 １室  

 

６．事業所の職員体制及び職務内容（令和６年４月１日現在） 

従業者の職種 
常勤 

換算数 

指定 

基準数 
職務内容 

施設長（管理者） １名 １名 
職員を指揮監督し、業務の実施状況の把握と

事業の管理を一元的に行うものとします。 

嘱託医師 １名 必要数 

施設内診療において、ご利用者の健康管理に

対する措置及び療養上の指導等を行うものと

します。 

生活相談員 １名 １名 

ご利用者又はその家族からの相談に対する対

応及び必要な援助・指導等を行い、サービス

上の連絡調整に従事するものとします。 

看護職員 3.0名 １名 

ご利用者の健康状態を把握し、嘱託医師等

の指示により、ご利用者の健康維持のため

の必要な看護を行うものとします。 

介護職員 16.0名 ９名以上 

ご利用者個々の心身の状態に応じ、可能な

限りその自立の支援を念頭に、充実した生

活がおくれるよう、日常生活上の介護及び

相談・援助を行うものとします。 

機能訓練指導員 １名 １名 

ご利用者個々の心身の状況を踏まえ、日常

生活を営むうえでの必要な機能の改善又は

維持及び減退防止のための機能訓練を行う

ものとします。 

介護支援専門員 １名 １名 ご利用者個々の心身の状況に応じ、施設サ 



   

   

ービス計画の作成を行い、実施状況の把握

及び計画の見通し・変更を行うものとしま

す。 

栄養士 １名 １名 

ご利用者個々の身体の状況に合った、献立

の作成及び栄養管理・衛生管理等を行うも

のといます。 

 

７．職員の主な勤務体制 

職員の職種 勤務体制 

施設長（管理者） 日勤 （８：００～１７：００） 

嘱託医師 毎週火曜日 （１４：００～１５：００）（緊急時は随時） 

生活相談員 日勤 （８：００～１７：００） 

看護職員 日勤 （８：００～１７：００） 

介護職員 

早出  （７：００～１６：００） 

日勤  （８：００～１７：００） 

遅出①（１０：００～１９：００） 

遅出②（１３：００～２２：００） 

夜勤①（１６：００～翌９：００） 

夜勤②（２２：００～翌７：００） 

機能訓練指導員 日勤 （８：００～１７：００） 

介護支援専門員 日勤 （８：００～１７：００） 

栄養士 日勤 （８：００～１７：００） 

 

８．施設サービスの内容 

サービスの種類 サービスの内容 

施設サービス計画の立案 

ご利用者の意向を踏まえたうえで、サービスの目標及びその達成

時期、サービス内容、サービスを提供するうえでの留意点を盛り

込んだ施設サービス計画を作成します。 

食事 

栄養士が立てた献立により、栄養とご利用者の身体の状況に配慮

した食事を提供します。 

（食事時間） 朝食  ８：００～ 昼食 １２：００～ 

       夕食 １７：３０～ 

入浴 
週２回以上の入浴又は清拭を行います。 

寝たきり等で座位のとれない方は、機械浴での入浴も可能です。 

排せつ 
ご利用者の状況に応じて、適切な排せつ介助を行うとともに、排

せつの自立についても適切な援助を行います。 

離床・着替え・整容等 
寝たきりの防止のため、できる限り離床に配慮します。 

個人の尊厳に配慮し、適切な整容が行われるよう援助します。 

機能訓練 
機能訓練指導員により、ご利用者の心身の状況に適した機能訓練

を行い、身体機能の改善・維持及び減退防止に努めます。 

健康管理 
嘱託医師による週１回の診察日を設け、看護職員と連携のうえ、

ご利用者の健康管理に努めます。 

レクリエーション等 
適宜ご利用者のための施設内レクリエーション及び外出行事など

を行います。 

相談及び援助 ご利用者とその家族からのご相談に応じます。 



   

９．利用料 

 サービスを利用した場合の「基本利用料」は以下のとおりであり、ご利用者からお支払いい

ただく「利用者負担金」は、原則として基本利用料の１割（一定以上の所得のある方は 2 割又

は 3割）の額です。詳しくは別紙「利用料金表」をご参照ください。 

 なお、介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、事業者に直接介護保険給付が行わ

れない場合がありますが、その場合は、厚生労働大臣が定める基本料金の全額をお支払い頂く

ことになります。利用料のお支払い後にサービス提供証明書と領収書を発行いたします。サー

ビス提供証明書及び領収書は、後に利用料の償還払いを受ける時に必要となります。 

（１）介護給付費サービス利用料金 

区
分 

項目 

（1日又は 1月並びに 1 回あたり） 

基本利用料 

※（注 1）参照 

利用者負担金 

（1割負担の場合） 

基
本
部
分 

要介護１ ６，８２０円／日 ６８２円／日 

要介護２ ７，５３０円／日 ７５３円／日 

要介護３ ８，２８０円／日 ８２３円／日 

要介護４ ９，０１０円／日 ９０１円／日 

要介護５ ９，７１０円／日 ９７１円／日 

加
算
部
分
䥹
※
注
２
䥺 

日常生活継続支援加算 ４６０円／日 ４６円／日 

看護体制加算（Ⅰ） １２０円／日 １２円／日 

看護体制加算（Ⅱ） ２３０円／日 ２３円／日 

夜勤職員配置加算（Ⅱ） ４６０円／日 ４６円／日 

夜勤職員配置加算（Ⅳ） ６１０円／日 ６１円／日 

生活機能向上連携加算（Ⅰ） 

（3 月に 1回を限度） 
１，０００円／月 １００円／月 

生活機能向上連携加算（Ⅱ） ２，０００円／月 ２００円／月 

個別機能訓練加算（Ⅰ） １２０円／日 １２円／日 

個別機能訓練加算（Ⅱ） ２００円／月 ２０円／月 

個別機能訓練加算（Ⅲ） ２００円／月 ２０円／月 

ADL 維持加算（Ⅰ） ３００円／月 ３０円／月 

ADL 維持加算（Ⅱ） ６００円／月 ６０円／月 

若年性認知症受入加算 １，２００円／日 １２０円／日 

外泊時費用（月 6日限度） ２，４６０円／日 ２４６円／日 



   

区
分 

項目 

（1日又は 1月並びに 1 回あたり） 

基本利用料 

※（注 1）参照 

利用者負担金 

（1割負担の場合） 

加
算
部
分
䥹
※
注
２
䥺 

外泊時在宅サービス利用費用 

（月 6日限度） 
５，６００円／日 ５６０円／日 

初期加算 

（入所日から 30 日以内の期間） 
３００円／日 ３０円／日 

退院時栄養情報連携加算 ７００円／回 ７０円／回 

再入所時栄養連携加算  ２，０００円／回 ２００円／回 

退所前訪問相談援助加算 

（入所中 1回（又は 2 回）限度） 
４，６００円／回 ４６０円／回 

退所後訪問相談援助加算 

（退所後 1回限度） 
４，６００円／回 ４６０円／回 

退所時相談援助加算 ４，０００円／回 ４００円／回 

退所前連携加算 ５，０００円／回 ５００円／回 

退所時情報提供加算 ２，５００円／回 ２５０円／回 

協力医療機関連携加算 

（一定要件該当） 
１，０００円／月 １００円／月 

協力医療機関連携加算 

（上記以外） 
５０円／月 ５円／月 

栄養マネジメント強化加算 １１０円／日 １１円／日 

経口移行加算 ２８０円／日 ２８円／日 

経口維持加算（Ⅰ） ４，０００円／月 ４００円／月 

経口維持加算（Ⅱ） １，０００円／月 １００円／月 

口腔衛生管理加算（Ⅰ） ９００円／月 ９０円／月 

口腔衛生管理加算（Ⅱ） １，１００円／月 １１０円／月 

療養食加算 

（1日 3 回を限度） 
６０円／回 ６円／回 

特別通院送迎加算 ５，９４０円／月 ５９４円／月 

配置医師緊急時対応加算 

（勤務時間外） 
３，２５０円／回 ３２５円／回 

配置医師緊急時対応加算 

(早朝・夜間) 
６，５００円／回 ６５０円／回 



   

区
分 

項目 

（1日又は 1月並びに 1 回あたり） 

基本利用料 

※（注 1）参照 

利用者負担金 

（1割負担の場合） 

加
算
部
分
䥹
※
注
２
䥺 

配置医師緊急時対応加算 

（深夜） 
１３，０００円／回 １，３００円／回 

看取り介護加算（Ⅰ）・（Ⅱ） 

死亡日以前 31 日以上 45 日以下 
７２０円／日 ７２円／日 

看取り介護加算（Ⅰ）・（Ⅱ） 

死亡日以前 4日以上 30 日以下 
１，４４０円／日 １４４円／日 

看取り介護加算（Ⅰ） 

死亡日以前 2日以上 3 日以下 
６，８００円／日 ６８０円／日 

看取り介護加算（Ⅱ） 

死亡日以前 2日以上 3 日以下 
７，８００円／日 ７８０円／日 

看取り介護加算（Ⅰ） 

死亡日 
１２，８００円／日 １，２８０円／日 

看取り看護加算（Ⅱ） 

死亡日 
１５，８００円／日 １，５８０円／日 

在宅復帰支援機能加算 １００円／日 １０円／日 

在宅・入所相互利用加算 ４００円／日 ４０円／日 

認知症専門ケア加算（Ⅰ） ３０円／日 ３円／日 

認知症専門ケア加算（Ⅱ） ４０円／日 ４円／日 

認知症チームケア推進加算（Ⅰ） １，５００円／月 １５０円／月 

認知症チームケア推進加算（Ⅱ） １，２００円／月 １２０円／月 

認知症行動・心理症状緊急対応加算 

（入所日から 7 日を限度） 
２，０００円／日 ２００円／日 

褥瘡マネジメント加算（Ⅰ） ３０円／月 ３円／月 

褥瘡マネジメント加算（Ⅱ） １３０円／月 １３円／月 

褥瘡マネジメント加算（Ⅲ） 

（3 月に 1回を限度） 
１００円／月 １０円／月 

排せつ支援加算（Ⅰ） １００円／月 １０円／月 

排せつ支援加算（Ⅱ） １５０円／月 １５円／月 

排せつ支援加算（Ⅲ） ２００円／月 ２０円／月 

自立支援推進加算 ２,８００円／月  ２８０円／月 



   

 

区
分 

項目 

（1日又は 1月並びに 1 回あたり） 

基本利用料 

※（注 1）参照 

利用者負担金 

（1 割負担の場合） 

加
算
部
分
䥹
※
注
２
䥺 

科学的介護推進体制加算（Ⅰ） ４００円／月 ４０円／月 

科学的科学推進体制加算（Ⅱ） ５００円／月 ５０円／月 

安全対策加算 

（入所者 1人につき 1 回限り） 
２００円／回 ２０円／回 

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ） １００円／月 １０円／月 

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ） ５０円／月 ５円／月 

新興感染症等施設療養費（５日を限

度） 
２,４００円／日 ２４０円／日 

生産性向上推進体制加算（Ⅰ） １,０００円／月 １００円／月 

生産性向上推進体制加算（Ⅱ） １００円／月 １０円／月 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） ２２０円／日 ２２円／日 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） １８０円／日 １８円／日 

サービス提供体制強化加算（Ⅲ） ６０円／日 ６円／日 

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 
介護報酬総単位数の 

１４．０％ 
 

介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） 
介護報酬総単位数の 

１３．６％ 
 

介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） 
介護報酬総単位数の 

１１．３％ 
 

介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） 
介護報酬総単位数の 

９．０％ 
 

 

（注１）上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場

合は、これら基本利用料も自動的に改訂されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用

料を書面でお知らせします。 

（注２）要件を満たす場合、料金が加算されます。 



   

 

（２）介護保険給付対象外サービス利用料金 

  ご利用者の食費及び居住費（滞在費）にかかる費用（１日当たり）は以下のとおりです。

但し、介護保険負担限度額認定証の発行を受けている方につきましては、その認定証に記

載された金額（１日当たり）のご負担になります。 

 

＜食費自己負担料金＞ 

 第１段階 第２段階 第３段階 第４段階 

自己負担金 

（１日当たり） 
３００円 ３９０円 ６５０円 １，４４５円 

 

＜居住費（滞在費）自己負担料金＞ 

 第１段階 第２段階 第３段階 第４段階 

自己負担金 

（１日当たり） 
８８０円 ８８０円 １，３７０円 ２，０６６円 

＜入院・外泊時の居住費（滞在費）について＞ 

 ご利用者のために居室を確保している場合、第４段階の方は入院・外泊の翌日より、第１

～３段階の方は、６日（入院外泊時費用の対象期間）までは負担限度額認定の適用とし、７

日以降は原則として全額負担となります。 

 

＜その他の利用料金＞ 

項目 利用料 内容 

特別な食事の費用 実費 ご利用者の希望 

理美容料金 ３，１００円 
長髪 

（顔剃りを希望される場合は５００円追加） 

貴重品管理サービス １，０００円／月 

ご利用者のやむを得ない事情により、別に定め

る利用者預り金規程に基づき、預金通帳・印鑑

の保管及び支払い代行等のサービスを行いま

す。 

その他の費用 実費 

日常生活において通常必要となる費用で、その

ご利用者に負担させることが適当であると認め

られる費用 

複写物の交付 １０円／１枚 記録物の複写物 

 

＜契約書第２０条に定める所定の料金＞ 

 ご利用者が、契約終了後も居室を明け渡さない場合等に、本来の契約の終了日の翌日から

現実に居室が明け渡された日までの期間に係る料金（１日当たり） 

 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

自己負担金 

（１日当たり） 
６，８２０円 ７，５３０円 ８，２８０円 ９，０１０円 ９，７１０円 

ご利用者が要介護認定で自立又は要支援と判定された場合 ６，４６０円 



   

＜利用料金の変更＞ 

 経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがあ

ります。その場合、事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う２か月前までに

ご説明します。 

（３）支払い方法 

 上記（１）から（２）までの利用料（利用者負担分の金額）は、１か月ごとにまとめて請

求しますので、次のいずれかの方法によりお支払いください。 

 なお、なるべく口座引き落としにてお支払いいただきますようご協力お願いいたします。 

支払い方法 支払い要件等 

口座引き落とし 

サービスを利用した月の翌月の２０日（祝休日の場合は直前の平日）

に、ご利用者が指定する下記の口座より引き落とします。（手数料無

料） 

現金払い サービスを利用した月の翌月の末日までに、現金でお支払いください。 

 

１０．入所中の医療の提供について 

医療を必要とする場合は、ご利用者の希望により、下記協力医療機関において診療や入院

治療を受けることができます。（但し、下記医療機関での優先的な診療・入院治療を保証する

ものではありません。また、下記医療機関での診療・入院治療を義務づけるものでもありま

せん。） 

 
 ①配置医師 

医療機関名称 医師名 診療科 所在地 

森下病院 森下 紀夫 内科 
総社市駅前 1－6－1 

電話番号：（0866）92－0591 

 ②協力医療機関 

医療機関名称 診療科 所在地 入院設備 

森下病院 内科・外科他 
総社市駅前 1－6－1 

電話番号：（0866）92－0591 
有 

 
③協力歯科医療機関 

医療機関名称 診療科 所 在 地 入院設備 

むらき歯科医院 歯科 
総社市門田 364-12 

電話番号：（0866）93-9876 
無 

 

１１．施設を退所していただく場合（契約の終了について） 

当施設との契約では契約が終了する期日は特に定めていません。従って、以下のような事

由がない限り、継続してサービスを利用することができますが、仮にこのような事項に該当

するに至った場合には、当施設との契約は終了し、ご利用者に退所していただくことになり

ます。（契約書第１４条） 

 

 

 

 

 

①ご利用者が死亡した場合 

②要介護認定の更新において、利用者が要介護１又は要介護２に変更となった場合において、

特例入所に該当しない場合 

③事業者が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由によりホームを閉鎖した場合 

④施設の滅失や重大な毀損により、サービスの提供が不可能となった場合 

⑤当施設が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 

⑥ご利用者からの退所の申し出があった場合（詳細は以下をご参照ください。） 

⑦事業者から退所の申し出を行った場合（詳細は以下をご参照ください。） 



   

（１）ご利用者からの退所の申し出（中途解約・契約解除）（契約書第１５条、第１６条） 

 有効期限内であっても、ご利用者から当施設に退所の申し出ることができます。その場

合には、退所を希望する日の７日前までに解約届出書をご提出ください。但し、以下の場

合には、即時に契約を解除・解約し、施設を退所することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）事業者からの申し出により退所していただく場合（契約解除）（契約書第１７条） 

 以下の事項に該当する場合には、当施設から退所していただくことがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）ご利用者が病院等に入院された場合の対応について（契約書第１９条） 

当施設入所中に、医療機関への入院の必要が生じた場合の対応は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合 

②ご利用者が入院された場合 

③事業者若しくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める地域密着型介護老人福祉サ

ービスを実施しない場合 

④事業者若しくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合 

⑤事業者若しくはサービス従事者が故意又は過失によりご利用者の身体・財物・信用等を傷つ

け、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合 

⑥他のご利用者がご利用者の身体・財物・信用等を傷つけた場合若しくは傷つける恐れがある

場合において、事業者が適切な対応をとならない場合 

① ご利用者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれ

を告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせ

た場合 

② ご利用者による、サービス利用料金の支払いが３か月遅延し、相当期間（１か月程度）

を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合 

③ ご利用者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他のご利用

者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによっ

て、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合 

④ ご利用者が連続して３か月を超えて病院又は診療所に入院すると見込まれる場合もしく

は入院した場合 

⑤ ご利用者が介護老人保健施設に入所した場合もしくは介護療養型医療施設に入院した場

合 

 

１か月につき６日以内（連続して７泊、複数の月にまたがる場合は１２泊）の短期入院

の場合は、退院後再び施設に入所することができます。但し、入院期間中であっても、所

定の料金をご負担いただきます。（１日あたり２４６円） 

①検査入院等、短期入院の場合 

 

上記の短期入院の期間を超える入院については、３か月以内に退院された場合には、退

院後再び施設に入所することができます。 

②上記期間を超える入院の場合 

 

３か月以内の退院が見込まれない場合には、契約を解除する場合があります。この場合

には、当施設に再び優先的に入所することはできません。 

③３か月以内の退院が見込まれない場合 



   

（４）円滑な退所のための援助（契約書第１８条） 

 ご利用者が当施設を退所する場合には、ご利用者の希望により、事業者はご利用者の心

身の状況、置かれている環境等を勘案し、円滑な退所のために必要な以下の援助をご利用

者に対して速やかに行います。 

 

 

 

 

 

１２．身元引受人（契約書第２１条） 

（１）身元引受人の選任 

  契約締結にあたり、身元引受人をお願いすることになります。しかしながら、ご利用

者において、社会通念上、身元引受人を立てることができない相当な理由がある場合に

は、入所契約締結にあたって、身元引受人の必要はありません。 

 

（２）身元引受人の責任範囲 

   身元引受人の責任範囲は以下のとおりです。 

  

 

 

 

 

 

 

１３．苦情相談窓口 

（１）サービス提供に関する苦情や相談は、当事業所の下記の窓口でお受けします。 

苦情受付窓口 管理者兼生活相談員 伊田 将和 

電話番号 ０８６６－９６－９０１０ 受付時間 ８：００～１７：００ 

※上記窓口が不在のときは、介護主任 森脇 利行 までお願いいたします。 

 

（２）サービス提供に関する苦情や相談は、下記の機関にも申し立てることができます。 

苦情受付機関 
総社市長寿介護課 電話番号 ０８６６－９２－８３６９ 

岡山県国民健康保険団体連合会 電話番号  ０８６－２２３－８８１１ 

 

 

１４．契約締結からサービス提供までの流れ 

 ご利用者に対する具体的なサービス内容やサービス提供方針については、入所後作成する 

 「施設サービス計画（ケアプラン）」に定めます。「施設サービス計画（ケアプラン）」の

作成及びその変更は次のとおり行います。 

①適切な病院若しくは診療所又は介護老人保健施設等の紹介 

②居宅介護支援事業者の紹介 

③その他保健医療サービス又は福祉サービスの提供者の紹介 

①入所契約に基づく利用者の事業者に対する一切の債務につき、利用者と連帯してその

履行を行うこと 

②利用者が疾病等により医療機関に入院する場合に、入所申込、費用負担などその入院

手続を円滑に遂行すること 

③入所契約が終了した場合に、事業者と協力して利用者の状態に応じた受入先を確保す

ること 

④利用者が死亡した場合、速やかに、残置物の引き取りなど必要な処理を行うこと 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１５．サービス提供における事業者の義務（契約書第７条、第８条） 

当施設は、ご利用者に対してサービスを提供するにあたって、次のことを守ります。 

①ご利用者の生命、身体、財産の安全･確保に配慮します。 

②ご利用者の体調、健康状態からみて必要な場合には、医師又は看護職員と連携のう

え、ご利用者及びご家族等から聴取、確認します。 

③ご利用者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の３０日前までに、要介護認

定の更新の申請のために必要な援助を行います。 

④ご利用者に提供したサービスについて記録を作成し、５年間保管するとともに、ご

利用者等の請求に応じて閲覧させ、複写物を交付します。 

⑤ご利用者に対する身体的拘束その他行動を制限する行為を行いません。 

  但し、ご利用者又は他のご利用者等の生命、身体を保護するために緊急やむを得な

い場合には、記録を記載するなど、適正な手続きにより身体等を拘束する場合があ

ります。 

⑥事業者及びサービス従事者又は従業員は、サービスを提供するにあたって知り得た

ご利用者又はご家族等に関する事項を正当な理由なく、第三者に漏洩しません。

（守秘義務） 

但し、ご利用者に緊急な医療上の必要性がある場合には、医療機関等にご利用者の

心身等の情報を提供します。また、ご利用者の円滑な退所のための援助を行う際に

は、あらかじめ文書にて、ご利用者及び身元引受人の同意を得ます。 

 

１６．施設利用にあたっての留意事項 

外出・外泊 

外出・外泊の際には必ず職員に申し出て頂き、外出・外泊届の提出を

お願いします。 

※外泊については１か月につき６日間とさせていただきます。 

面 会 

面会時間 午前 １０時 ～ １１時３０分まで 

     午後 １３時３０分 ～ １６時まで 

面会者は、面会簿に必要事項の記入をお願いします。 

①当施設の介護支援専門員（ケアマネジャー）に施設サービス計画の原案作成

②その担当者は施設サービス計画の原案について、ご利用者及び身元

引受人に対して説明し、同意を得たうえで決定します。 

③施設サービス計画は、6 か月（※要介護認定有効期間）に１回、若し

くはご利用者及び身元引受人等の要請に応じて、変更の必要があるか

どうかを確認し、変更の必要のある場合には、ご利用者及び身元引受

人等と協議して、施設サービス計画を変更します。 

④施設サービス計画が変更された場合には、ご利用者及び身元引受人

等に対して書面を交付し、その内容を確認していただきます。 



   

施設利用上注意 

・居室及び共用施設、敷地をその本来の用途に従って利用して下さ

い。 

・故意に、又はわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、施

設、設備を壊したり、汚したりした場合には、ご利用者に自己負担

により原状に復していただくか、又は相当の代価をお支払いいただ

く場合があります。 

・ご利用者に対するサービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要が

あると認められる場合には、ご利用者の居室内に立ち入り、必要な

措置を取ることができるものとします。但し、その場合、ご本人の

プライバシー等の保護について、十分な配慮を行います。 

迷惑行為等 

・宗教や信条の相違等で他人を攻撃し、又は自己の利益のために他人

の利益を侵すこと 

・喧嘩、口論、泥棒等で他人に迷惑を及ぼすこと 
・施設の秩序若しくは風紀を乱し、又は安全衛生を害すること 

・指定した場所以外で火気を用いること 

・故意に施設若しくは物品に損害を与え、又は物品を持ち出すこと 

・他の入所者の不利益となる情報を無断で漏らさないこと 

職員に対する 

ハラスメント行為 

下記の行為はハラスメントに該当する場合があり、サービスを中止さ 

せていただくことがありますので、ご理解ご了承ください。 

①職員に対する身体的暴力 

 身体的な力を使って危害を及ぼす行為 

②職員に対する精神的暴力 
 人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりす

る行為 

③職員に対するセクシャルハラスメント 

 意に添わない性的誘いかけ、好意的態度の要求等、性的な嫌がらせ

行為 

 

１７．緊急時における対応方法 

サービス提供中にご利用者の体調や容体の急変、その他の緊急事態が生じたときは、速や

かに嘱託医又は協力医療機関への連絡する等必要な措置を講じるほか、ご家族等（緊急連絡

先）の方にご連絡いたします。 

緊急連絡先① 

氏名（続柄） （    ） 

住 所  

連絡先  

緊急連絡先② 

氏名（続柄） （     ） 

住 所  

連絡先  

 

 



   

１８．事故発生時の対応 

 施設は、事故発生時の対応等の指針を整備し、ご利用者に対して指定地域密着型介護老人

福祉施設サービスの提供を行います。なお、サービス提供時に事故が発生した場合は、速や

かに保険者及びご利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるものとします。 

 また、賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとします。 


